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定例監査結果報告書（工事監査） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監査を寒河江市監査基準に準拠し

て実施しましたので、同条第９項の規定により監査結果を下記のとおり公表し

ます。 

 

記 

 

１ 監 査 の 種 類 定 例 監 査（工 事 監 査） 

 

２ 監 査 対 象 財 政 課 

 

工事名 工期 工事費 

寒河江市庁舎非常用発電設備

整備工事 

令和６年５月 15 日から 

令和７年３月 25 日まで 
48,510,000円 

 

３ 監 査 着 眼 点   

工事、修繕、委託等の設計、契約、施工、検査は適正に行われているか。 

 

４ 監 査 実 施 月 日 令和７年９月２６日 

 

５ 監 査 実 施 場 所  監査委員事務局及び工事現場（上記監査対象工事） 

 

６ 監査の実施内容 令和６年度施工工事（上記監査対象工事） 

 

７ 監 査 の 結 果  指摘事項はなく、適正と認められた。 

 


